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                     令和㸱㸦㸰㸮㸰㸯㸧年㸶᭶㸯㸴᪥ 

外務大⮧ ⱱᮌᩄ充 Ẋ 

せᮃ団体  別⣬グ㍕のとおり 

 

せᮃ᭩ 

国内㑊㞴Ẹの人ᶒに㛵する国㐃≉別報告⪅によるゼ᪥ㄪᰝのせㄳ受入について 

  

㸯 せᮃの㊃᪨ 

 国内㑊㞴Ẹの人ᶒに㛵する国㐃≉別報告⪅によるゼ᪥ㄪᰝのせㄳについて㸪

㏿やかに受入のពᛮ⾲᫂をした上㸪年内のゼ᪥᪥⛬を☜定して下さい。 

 

㸰 せᮃの⌮⏤ 

⑴ せᮃ団体について 

 ᮏせᮃ᭩をᥦ出する団体は㸪いずれも㸪国㐃人ᶒ⌮事会の≉別ᡭ⥆きが尊

㔜されることを㏻じ㸪᪥ᮏ国内において人ᶒが実効ⓗに保㞀されることをồ

めるものです。 

⑵ ᪥ᮏ国内の≧ἣが国内㑊㞴に㛵するᣦ導原則の㊃᪨に反する可⬟ᛶがある

こと 

 国㐃人ᶒ⌮事会は㸪ᬑ㐢ⓗ・定ᮇⓗレビュー制度㸦㹓㹎㹐㸧をᵓ⠏してお

り㸪᪥ᮏᨻ府も人ᶒ≧ἣについて審ᰝを受けています。 

 ᪥ᮏᨻ府は㸪➨㸱回ᬑ㐢ⓗ・定ᮇⓗレビューにおいて㸪「⏨ᛶ及び女ᛶの

両᪉に対して再定住に㛵するពᛮỴ定プロセスへの完全かつ平➼な参加を☜

保するために㸪⚟島➨一原Ⓨ事ᨾの全ての⿕⅏⪅に国内㑊㞴に㛵するᣦ導原

則を㐺⏝すること」との勧告を受けていました㸦勧告㸯㸴㸯㸬㸰㸯㸳㸧。 

 これに対し㸪᪥ᮏᨻ府は㸪㸰㸮㸯㸶年㸱᭶㸪「フォローアップすることに

同ពする。ᡃが国はᣦ導原則の㊃᪨は尊㔜しており㸪⏨ᛶ及び女ᛶのプロセ
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スへの参加を☜保すべく尽力していく。」と回⟅しました。 

 これは㸪勧告をᨭᣢするというពᛮỴ定を⾜ったことをព味しています。 

 ⚾たちは㸪᪥ᮏᨻ府が㸪⚟島➨一原Ⓨ事ᨾにより困㞴な≧ἣに㝗っても㸪

ᣦ導原則を守っていこうとする姿勢を世⏺に♧したことは㸪㧗くホ価される

べきと⪃えています。 

 ところが㸪᪥ᮏᨻ府は㸪㸰㸮㸯㸵年㸱᭶ᮎをもって㸪いわゆる⮬主ⓗ㑊㞴

⪅への住宅の↓償ᥦ供をᡴち切っており㸪ṧ念なことに㸪㹓㹎㹐における勧

告をフォローアップすることに同ពした後も㸪住宅の↓償ᥦ供ᡴち切りにつ

いてぢ┤しが⾜われていません。 

 国内㑊㞴に㛵するᣦ導原則は㸪国内㑊㞴Ẹである⮬主ⓗ㑊㞴⪅に対する基

ᮏⓗな㑊㞴ᡤ及び住宅のᥦ供をồめていますから㸪住宅の↓償ᥦ供ᡴち切り

をそのままᨺ⨨するかのような≧ἣが⥆くことは㸪ᣦ導原則の㊃᪨に反する

のではないかというᠱ念を⏕じさせます。住宅の↓償ᥦ供ᡴち切りでは」ᩘ

の⮬Ṛ⪅が出ており㸪⥭ᛴかつ㔜せな問㢟であると⚾たちは⪃えています。 

 それだけではなく㸪国内㑊㞴Ẹの安全㸪健康の☜保㸪ᩍ⫱の保㞀㸪家᪘の

㞳ᩓ㜵Ṇ㸪差別の㜵Ṇなど㸪さまざまな問㢟で㸪人としての尊厳㸪㌟体ⓗ㸪

⢭⚄ⓗ㸪㐨徳ⓗに健全であるᶒ利が尊㔜されているとはゝえません。 

 こうした≧ἣは㸪ᣦ導原則の多ᩘの㡯┠に具体ⓗに反するのではないかと

いうᠱ念を国㝿♫会に⏕じさせるのではないでしょうか。 

 さらに㸪᪥ᮏᨻ府は㑊㞴⪅の人ᩘや⿕害実ែをヲ⣽にㄪᰝしておらず㸪実

᝟をかならずしもᢕᥱしていないと報じられていることについては㸪⚾たち

としても大変㸪៧៖をぬえています。 

⑶ ゼ᪥せㄳが三度にわたっていること 

 こうした≧ἣにおいて国内㑊㞴Ẹの人ᶒに㛵する国㐃≉別報告⪅のセシリ

ア・ヒメネス・ダマリーẶ㸦以下「ダマリー≉別報告⪅」という。㸧は㸪ゼ

᪥せㄳを⾜い㸪かつ㸪㸰度にわたってリマインダーをⓎしました。 
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① ゼ᪥せㄳ   㸰㸮㸯㸶年 㸶᭶㸱㸮᪥ 

② リマインダー 㸰㸮㸰㸮年 㸯᭶㸰㸷᪥ 

③ リマインダー 㸰㸮㸰㸯年 㸴᭶ 㸱᪥ 

 なお㸪ダマリー≉別報告⪅は㸪任ᮇ‶了が᮶年中に㏕っているということ

であり㸪ゼ᪥してㄪᰝした上で報告᭩作ᡂのためのᮇ㛫を⪃៖すると㸪どう

しても年内㸪㐜くとも᮶年᪩々のゼ᪥ㄪᰝが必せとなっています。 

⑷ ᪥ᮏᨻ府は国㐃≉別報告⪅のゼ᪥せㄳを受け入れるとの❧場を⾲᫂してい

ること 

 ᪥ᮏᨻ府は≉別ᡭ⥆きについて㸪すべての≉別ᡭ⥆きからのゼ᪥せㄳを常

に受け入れることを⾲᫂していることは㸪⚾たちもᢎ▱しています㸦いわゆ

るスタンディング・インヴィテーション㸧。いうまでもなく㸪国㐃≉別報告

⪅は㸪この≉別ᡭ⥆きに含まれています。 

 ところが㸪ᮏ᪥⌧在㸪᪥ᮏᨻ府は㸪㸷個の≉別ᡭ⥆きからのゼ᪥せㄳにつ

いて㸪これらに応じていないという≧ἣがあります㸦国㐃人ᶒ㧗➼弁務官事

務ᡤのホームページ参↷㸧。 

 多くのゼ᪥せㄳでは㸪᪥ᮏᨻ府の対応がない場合にリマインダーがⓎせら

れていますが㸪ṧ念ながら㸪ダマリー≉別報告⪅によるゼ᪥せㄳのように㸪

⧞り㏉してリマインダーがⓎせられても㸪受け入れがなされていないことが

㉳こっています。 

⑸ 外務┬が国㐃≉別報告⪅に対しても⌮⏤を᫂らかにしないこと 

 上グ⑶のとおり㸪ダマリー≉別報告⪅が㸰度ものリマインダーをⓎしたの

は㸪᪥ᮏᨻ府が㸪国㐃≉別報告⪅からのゼ᪥せㄳに対して㸪何らの反応もし

ていないことが原因であると⪃えられます。 

 報㐨によれば㸪外務┬は㸪᭱初のせㄳはㄪᩚが付かず実⌧しなかった㸪㸰

回┠のせㄳは᪂型コロナウィルス⚝で受入は㞴しい㸪㸱回┠も同ᵝの対応に

なりそうだとしながら㸪いずれも≉別報告⪅への回⟅⩏務はないとして㐃⤡
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すらしていないということです㸦㸰㸮㸰㸯年㸴᭶㸯㸯᪥共同㏻信グ事参↷㸧。 

 かかる報㐨のとおりであるとすれば㸪それは㸪大変ṧ念なことであると⚾

たちは⪃えています。 

⑹ ᪥ᮏᨻ府が≉別報告⪅のせㄳに対しㄔ実に対応するべきこと 

 ᪥ᮏᨻ府は㸪人ᶒ外交をᥖげており㸪「対ヰ」と「協力」の姿勢に❧っ

て㸪国㝿♫会が㛵心を᭷する人ᶒ問㢟➼のᨵ善を促すとともに㸪必せかつ

可⬟な協力を実᪋することを᫂ゝしています。 

 ᪥ᮏᨻ府のかかる❧場は㸪世⏺の人ᶒ≧ἣのᨵ善に㈉⊩するものであり㸪

㧗くホ価されるべきことです。 

 そうであるからこそ㸪᪥ᮏ国内における人ᶒ≧ἣを≉別報告⪅がゼ᪥し

てㄪᰝしたいとのせㄳがだされている⌧≧を㋃まえると㸪国㝿♫会に対し

て᪥ᮏᨻ府の❧場をṇ当に⌮ゎされるよう努めることが必せとなるのでは

ないでしょうか。 

 すなわち㸪ハンセン⑓ᝈ⪅らへの差別᧔廃に㛵する≉別報告⪅が㸪コロ

ナ⚝でもゼ᪥し㸪外務ᨻ務官らと会ㄯしていること➼に㚷みると㸪二㔜基

‽を␲われないよう㸪≉別報告⪅に対して㸪ゼ᪥ㄪᰝを実⌧するために協

力の姿勢を♧すことがồめられていると⪃えられます。 

 そうしたㄔ実な姿勢をとることによって㸪国㝿ⓗな人ᶒつ⠊のⓎ展㸪促

㐍をồめる᪥ᮏᨻ府の基ᮏⓗ姿勢を世⏺に☜信させることにつながり㸪ひ

いては᪥ᮏᨻ府への国㝿ⓗな信㢗を一層㧗めることとなることがᮇ待され

ます。 

⑺ ≉別報告⪅のゼ᪥せㄳを実⌧することは可⬟であること 

 報㐨によれば㸪᪥ᮏᨻ府は㸪ゼ᪥せㄳを受け入れないことについて㸪ㄪᩚ

がつかない㸪コロナ⚝であること➼を⌮⏤としていますが㸪仮にそのような

ことが⌮⏤であったとすれば㸪再⪃をお㢪いしたいとᛮいます。 

 なぜなら㸪᭱㏆㸰年㛫だけでも㸪᪥ᮏᨻ府の主導でタ⨨されたハンセン⑓
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ᝈ⪅➼への差別᧔廃に㛵する≉別報告⪅や㸪北ᮅ㩭の人ᶒᢸ当の≉別報告⪅

はゼ᪥し㸪それぞれ外務ᨻ務官や官ᡣ㛗官らと㠃ㄯしているという事実があ

るからです㸦前ᥖ㸴᭶㸯㸯᪥及び㸵᭶㸰᪥共同㏻信グ事参↷㸧。 

⑻ ゼ᪥ㄪᰝの必せᛶが㧗いこと 

 ⚾たちは㸪ダマリー≉別報告⪅はゼ᪥ㄪᰝについてその必せᛶを㧗いと判

᩿していると受けṆめています。 

 すなわち㸪ダマリー≉別報告⪅も名を㐃ねている㸰㸮㸰㸯年㸯᭶㸯㸱᪥付

の国㐃≉別報告⪅らによるマンデートにおいては㸪᪥ᮏᨻ府に対し㸪国内㑊

㞴Ẹに対するᥐ⨨や㸪国内㑊㞴Ẹとの協㆟➼がなされているかについて᝟報

ᥦ供のせㄳがなされています。 

 これらに対して㸪᪥ᮏᨻ府は㸪㸰㸮㸰㸯年㸱᭶㸯㸯᪥付けで回⟅をしてい

ます。 

 しかし㸪ダマリー≉別報告⪅はその回⟅を受け取った後も㸪㸰㸮㸰㸯年㸴

᭶㸱᪥付でリマインダーをⓎしており㸪このことは㔜く受けṆめられるべき

ではないでしょうか。 

 ダマリー≉別報告⪅は㸪᪥ᮏᨻ府の回⟅を㋃まえても㸪やはりゼ᪥ㄪᰝを

して報告᭩を作ᡂする必せᛶがあると⪃えているのではないでしょうか。 

 なお㸪≉別報告⪅のゼ᪥せㄳについて㸪᪥ᮏᨻ府は㸪その必せᛶを⮬ら判

᩿して可否をỴめられる❧場にはないことにはὀពが必せです。万が一にも㸪

ㄪᰝの必せᛶを⌮⏤にゼ᪥ㄪᰝのせㄳを↓どしたかのようにㄗゎされる事ែ

は㑊けて㡬くべきと⪃えています。 

⑼ ゼ᪥ㄪᰝをᜍれる必せは↓いこと 

 ダマリー≉別報告⪅によるゼ᪥ㄪᰝを㸪Ỵして⣕弾のようなものと㌟ᵓえ

る必せは↓いと⚾たちは⪃えています。 

 すでに国㝿♫会から⚟島➨一原Ⓨ事ᨾによる⿕⅏⪅についてᠱ念がᢞげか

けられているのですから㸪ダマリー≉別報告⪅のゼ᪥ㄪᰝは㸪᪥ᮏᨻ府がそ
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の᪋⟇について丁寧なㄝ᫂をするⰋいᶵ会です。 

 仮に㸪ダマリー≉別報告⪅から᫝ṇされるべきⅬをᣦ᦬されたとしても㸪

それに反Ⓨしたりするのではなく㸪ᨵ善が必せとされる᪋⟇について対ヰを

㔜ねることが大切です。 

 こうした対ヰと協力の✚み㔜ねこそが国㝿ⓗな人ᶒつ⠊のⓎ展・促㐍のあ

るべき姿であり㸪᪥ᮏᨻ府が≉別ᡭ⥆きやそのᡭ⥆きによって守られるべき

人ᶒを尊㔜しているドとなるものです。 

⑽ 小ᣓ 

 ⚾たちは㸪上グにごㄝ᫂した事᝟に基づいて㸪外務大⮧に対し㸪᪥ᮏᨻ府

としてすみやかにダマリー≉別報告⪅のゼ᪥ㄪᰝの受入のពᛮ⾲᫂を⾜い㸪

ダマリー≉別報告⪅に㐃⤡をとった上㸪年内に同Ặがゼ᪥したᢡりには㸪同

Ặが必せなㄪᰝを⾜うことについて協力をして㡬きたいと⪃え㸪このせᮃを

⮴します。 

以上 

 

【ᮏ件に㛵する㐃⤡先】 

〒㸴㸮㸲㸫㸮㸶㸮㸲 

 京㒔市中京区堺⏫㏻➉屋⏫下ル⤱屋⏫㸯㸰㸮␒地 

 弁ㆤ士 ⏣㎶保㞝 

 tel 075-211-5631  fax 075-211-5633 

 yasuo.tanabe@nifty.ne.jp 

 


